
令和６年度一般会計補正予算（第７号）について

歳入歳出予算

当初予算額： 46,964,000千円

現計予算額： 48,307,307千円

補 正 額： ＋ 376,835千円

補正後予算額： 48,684,142千円 （＋1,720,142千円）

（補正額の内訳）

※ （ ）内は当初予算額からの増減額

※ （ ）内は市負担額（一般財源及び市債）

① 物価高騰重点支援給付金支給事業（追加分） ＋ 372,625千円（ 0円）

② 保育施設等における光熱費等高騰対策一時支援金支給事業 ＋ 4,210千円（▲ 255千円）

補 正 額：＋ 376,835千円（▲ 255千円）
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【別紙】…前頁①～②に係る歳出予算の補正内容

（単位：千円）

国・県 市債 その他 一般財源

民生費-社会福祉費-社会福祉総務費

物価高騰重点支援給付金支給事業（追加分）

民生費-児童福祉費-保育所費

保育施設等における光熱費等高騰対策
一時支援金支給事業

教育費-社会教育費-青少年対策費

保育施設等における光熱費等高騰対策
一時支援金支給事業

合　計 ＋376,835 ＋377,090 ＋0 ＋0 ▲ 255

（注） 「財源内訳」欄の「その他」は、国県支出金以外の特定財源（地方債、寄附金及び特定目的基金等）を示すもの。

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家
計への影響が大きい低所得世帯（住民税均等割非課税世帯）に対し
て、1世帯当たり3万円を給付するとともに、支給対象者の世帯員であ
る18歳以下の児童1人当たり2万円を支給するもの。
【支給対象】
令和6年12月13日時点で住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令
和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を
除く。

財源内訳

①

事　業　名 事 業 概 要 補正額

＋372,625 ＋372,625

②

▲ 240＋3,980 ＋4,220

県の補正予算に伴い、物価高騰の影響を受けている保育施設等に対し
て、保育施設等の継続的・安定的なサービス提供を図るため、光熱費
や食糧費等の価格上昇分の一部を支援するもの。（補助率：県10/10）
（財源内訳の一般財源の減少は、事務費に対する県補助金の追加によ
る財源更正によるもの。）
【支給対象】
民間の事業者が運営する保育所（9か所）、幼保連携型認定こども園
（7か所）、地域型保育事業所（4か所）、認可外保育施設（20か
所）、居宅訪問型（8か所）、放課後児童クラブ（3支援）
【支援額】
1施設当たり単価：認可（届出）定員1～9人10,000円、以降10人ごとに
20,000円加算
※定員規模に定めのない施設は定員1～9人の基準額を適用する。

▲ 15＋230 ＋245
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第９０号議案 

   令和６年度芦屋市一般会計補正予算（第７号） 

令和６年度芦屋市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ376,835千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ48,684,142千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

   令和６年１２月２０日提出 

芦屋市長 髙 島  崚 輔    
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追　加

０３　民生費

款

　　　　　合　　　　　　　　　　　計

第 ２ 表 繰

項

０１　社会福祉費
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物価高騰重点支援給付金支給事業（追加分）

　　　　　合　　　　　　　　　　　計

事　　　　　　　　業　　　　　　　　名

372,625

 越 明 許 費 補 正
（単位　千円）

金　　　　　　額

372,625
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現計予算額
(第7号補正後)

物価高騰重点支援給付金支給事業（追加分） 372,625 372,625

合　　　　計 372,625 372,625

需用費・役務費・委託料
・使用料及び賃借料・負
担金、補助及び交付金

令和６年度芦屋市一般会計補正予算（第７号）の繰越明許費の内容

（単位 千円）

事 　 　業 　 　名 繰越明許費 主な内容


